
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化

笠

　
　原

　
　俊

　
　宏

一
　
前
書
き

近
代
国
際
私
法
の
法
源
と
し
て
、
最
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
呼
ば
れ
る
一
八
〇
四
年
三
月
二
一

日
施
行
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
中
の
三
箇
条
の
国
際
私
法
規
定
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
、
そ
の
序
章
第
三
条
に
お
い
て
、

第
一
項
が
、「
警
察
及
び
安
寧
に
関
す
る
法
律
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
域
内
に
居
住
す
る
全
て
の
者
を
拘
束
す
る
。」
と
規
定
し
、
第
二
項
が
、

「
不
動
産
は
、
外
国
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
、
そ
し
て
、
第
三

項
が
、「
人
の
身
分
及
び
能
力
に
関
す
る
法
律
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
に
在
っ
て
も
、
そ
の
者
を
規
律
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま

た
、
裁
判
管
轄
規
定
と
し
て
、
そ
の
第
一
編
第
一
章
第
一
四
条
が
、「
外
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
者
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
と
締
結
さ
れ
た
債
務
の
履
行
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
で

論

　説

）
五
五
五
（
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四

き
る
。
そ
の
者
は
、
そ
の
者
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
締
結
さ
れ
た
債
務
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
（
一
八
〇
三
年
三
月
一
五
日
公
布
）、
第
一
五
条
が
、「
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
そ
の
者
に
よ
り
外
国
に
お
い
て

締
結
さ
れ
た
債
務
に
つ
き
、
外
国
人
と
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規

定
し
て
い
る
（
一
八
〇
三
年
三
月
一
八
日
公
布
）。
こ
れ
ら
の
化
石
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
諸
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
般
原
則

と
な
っ
て
い
る
に
止
ま
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
等
の
近
隣
諸
国
の
国
際
私
法
に
影
響
を
与
え
て
い
た
ば
か
り

か
、
フ
ラ
ン
ス
の
旧
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
独
立
後
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
源
と
し
て
も
、
不
可
侵
の
存
在
の
ご
と
く
、

広
範
な
領
域
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る

（
１
）

。
大
陸
法
系
圏
を
見
る
限
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
更
に
は
、
イ
タ
リ
ア
等
の

比
較
的
近
時
の
国
際
私
法
立
法
は
、
欧
州
を
含
め
、
世
界
の
国
々
の
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
改
正
に
お
い
て
、
影
響
を
与
え
る
存
在

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が

（
２
）

、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
中
の
前
記
諸
規
定
も
、
今
で
は
、
古
典
的
と
も
形
容
さ
れ
う
る
存
在
と
な
り
な
が

ら
、
な
お
、
破
棄
院
判
決
に
支
え
ら
れ
て
、
現
役
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
続
け
て
い
る

（
３
）

。

そ
の
一
方
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
諸
国
国
際
私
法
が
、
早
く
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
に
向
け
て
改
正

さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
現
代
化
さ
れ
た
法
典
の
制
定
が
顕
著
な
動
向
と
な
っ
て
い
た
が

（
４
）

、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
精
緻
化
は
、
成
文
法
を
見
る
限
り
、
他
の
西
欧
諸
国
の
そ
れ
に
比
し
て
、
さ
し
て
顕
著
に
進
捗
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
わ
が
国
際
私
法
の
改
革
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
高
度
な
学
問
的
水
準
及
び
実
務

の
動
向
を
伝
え
て
い
る
ラ
ー
ベ
ル
外
国
私
法
・
国
際
私
法
雑
誌
（R

abelsZ
）
や
国
際
私
法
実
務
雑
誌
（IP

R
ax

）
等
に
見
ら
れ
る
緻
密
な

論
攷
か
ら
多
く
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
と
は
異
な
る
学
風
を
醸
し
て
い
る
西
欧
法
文
化
と

の
知
的
な
遭
遇
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
雑
誌
（R

evu
e critiqu

e d
e d

roit in
tern

ation
al priv é （

５
））、

ク
リ
ュ
ー
ネ

）
五
五
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

五

（C
lu

n
et

）、
国
際
比
較
法
雑
誌
（R

evu
e in

tern
ation

al d
e d

roit com
paré

）
等
を
通
じ
て
、
や
は
り
、
長
年
に
亘
り
、
学
問
的
啓
発
と
い

う
点
に
お
い
て
大
役
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
裁
判
官
、
研
究
者
、
実
務
法
曹
の
三
者
が
一
堂
に
会
す

る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
（le C

om
ité français de droit international privé

）
の
大
会
に
お
け
る
毎
年
四
回
の
闊
達
な
報
告
と
質
疑

応
答
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
に
対
す
る
熱
気
を
そ
の
ま
ま
極
東
の
国
へ
も
伝
え
て
き
た
。

小
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
に
関
連
す
る
幾
つ
か
の
文
献
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
や
情
報
を
拠
り
所
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
国
際
私
法
が
そ
の
法
典
化
の
た
め
に
歩
ん
で
き
た
道
を
辿
り
、
ま
た
、
時
々
に
お
け
る
そ
の
作
業
の
成
果
に
つ
い
て
、
拙
稿
を
も

交
え
な
が
ら
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
目
指
し
て
い
る
将
来
の
方
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
今

日
的
意
義
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
特
質
な
い
し
国
際
私
法
学
に
お
け
る
位
置
付
け
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
の
小
さ
な
機
会
と

も
し
た
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
拙
い
な
が
ら
、
中
村
進
教
授
退
職
記
念
号
に
寄
せ
る
論
攷
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
　
法
典
化
の
前
駆
的
過
程

⑴

　総
説

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
た
め
の
作
業
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
た
期
間
は
、
概
ね
、
次
に
述
べ

る
よ
う
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
、
目
標
と
さ
れ
た
国
際
私
法
典
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
早
期
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
と
同
様
に
、
国
内
法
と
し
て
の
包
括
的
で
現
代
化
さ

れ
た
内
容
を
有
す
る
国
際
私
法
典
の
完
成
で
あ
る
が
、
そ
の
努
力
は
挫
折
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
よ
る
産
物
と
し
て
、
僅
か
に
、
時
機

）
五
五
二
（
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の
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目
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が
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挫
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六

を
得
な
い
幾
つ
か
の
立
法
が
実
現
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
お
け
る
動
向
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、
国
際
的
な
国
際
私
法

へ
の
傾
倒
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
変
容
の
素
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、
国
際
私
法
の
統
一
を
掲
げ
て
勢
力
を
拡
大
し
た
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
の
台
頭
で
あ
り
、
そ
し
て
、
よ
り
近
時
に
お
い
て
は
、
と

く
に
、
局
地
的
な
が
ら
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
圏
の
結
束
と
拡
大
を
背
景
と
し
た
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
を
信
頼
し
、
そ
れ
に
依
存

し
よ
う
と
す
る
形
勢
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（
６
）

。

し
か
し
、
元
来
、
諸
国
に
お
け
る
国
内
法
と
し
て
の
国
際
私
法
が
、
広
く
、
諸
外
国
や
領
域
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
渉
外
私
法
関
係
の

規
律
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
欧
州
連
合
条
約
は
、
相
当
な
影
響
力
や
拘
束
力
を
有
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の

欧
州
圏
内
に
関
わ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
規
律
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
欧
州
連
合
条
約
の
内
容
が
如
何
に
充
実

さ
れ
よ
う
と
も
、
欧
州
連
合
圏
外
の
国
々
と
の
当
該
圏
外
に
お
け
る
渉
外
私
法
関
係
の
規
律
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
別
途
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
国
際
私
法
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
元
的
な
認
識
は
、
フ
ラ

ン
ス
以
外
の
欧
州
連
合
加
盟
国
に
お
い
て
も
、
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
近
時
に
至
っ
て
も
、
欧
州
連
合
加
盟
諸
国
が
そ

れ
ら
に
独
自
の
国
際
私
法
の
法
典
化
に
勤
し
ん
で
い
る
の
は
、
正
に
そ
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

（
７
）

。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

法
典
化
作
業
の
当
初
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
統
一
さ
れ
た
国
内
立
法
と
し
て
の
国
際
私
法
典
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
作
業
の

成
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
以
下
に
言
及
す
る
ニ
ボ
ワ
イ
エ
（Jean P

aulin N
iboyet

）、
バ
チ
フ
ォ
ル
（H

enri B
atiffol

）、
フ
ォ

ワ
イ
エ
（Jean F

oyer

）
が
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
っ
て
起
草
さ
れ
た
三
つ
の
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
草
案
で
あ
る
。

⑵

　ニ
ボ
ワ
イ
エ
予
備
草
案
（
一
九
五
三
年
）

ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
の
主
導
の
も
と
、
民
法
典
改
正
委
員
会
（la C

om
m

ission de réform
e du code civil

）
に
よ
り
一
九
四
八
年
か
ら

）
五
五
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

七

一
九
五
〇
年
ま
で
の
間
に
練
ら
れ
た
草
案
が
、
一
九
五
三
年
、
時
の
法
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
草
案
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定

は
、
民
法
典
の
改
正
の
一
端
と
し
て
、
個
人
及
び
家
族
の
権
利
に
関
わ
る
広
範
な
渉
外
問
題
の
規
律
を
目
し
て
お
り
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス

国
際
私
法
の
範
疇
の
事
項
と
し
て
定
着
し
て
い
る
国
籍
を
除
き
、
外
国
人
の
地
位
、
法
人
の
地
位
、
法
律
の
抵
触
、
裁
判
管
轄
の
抵
触
に

関
す
る
事
項
を
包
括
し
、
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
婚
姻
関
係
、
親
子
関
係
、
契
約
等
、
個
々
の
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定

の
ほ
か
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
反
致
、
外
国
法
の
条
件
、
既
得
権
等
に
関
す
る
総
則
規
定
の
一
一
三
箇
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
（
８
）

。
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
は
、
こ
の
草
案
に
お
い
て
、
属
人
法
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
拡
大
へ
導
く
こ
と
に
な
る
立
場
を
導
入
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
を
基
準
と
す
る
属
人
法
の
適
用
が
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
五
年
以
上
住

所
を
有
す
る
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
（
同
草
案
第
五
九
条
）、
ま
た
、
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
等
の
家
族
関
係

に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
当
事
者
で
あ
る
限
り
、
利
害
関
係
者
の
住
所
や
相
手
方
当
事
者
の
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
適

用
さ
れ
る
と
し
た
（
同
草
案
第
六
四
条
及
び
第
六
五
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
法
の
抵
触
と
国
家
主
権
の
抵
触
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
フ

ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
み
を
顧
慮
し
た
一
方
主
義
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
抵
触
法
上
の
一
方
主
義
の
特
徴
と

し
て
、
自
ら
の
立
法
管
轄
を
肯
定
す
る
外
国
法
の
も
と
に
、
外
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
権
利
（
既
得
権
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
広
く
承

認
す
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
（
同
草
案
第
五
三
条
）。
当
該
草
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
（le C

om
ité francais de 

droit international privé

）
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
主
義
及
び
過
度
な
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
依
拠
が
批
判
さ
れ
た
が
、
民
法
典
改
正
委
員
会

は
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
が
提
唱
し
た
立
場
を
支
持
し
な
が
ら
、
新
た
な
草
案
を
用
意
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ

草
案
の
挫
折
は
、
そ
の
内
容
に
起
因
し
て
い
た

（
９
）

。

）
五
五
二
（
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範
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す
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な
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に
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て
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（
同
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、
夫
婦
関
係
や
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等
の
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は
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、
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の
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。
但
し
、
そ
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と
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す
る
外
国
法
の
も
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に
、
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に
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ら
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利
（
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得
権
）
に
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て
は
、
そ
れ
を
広
く
承

認
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る
と
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う
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が
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て
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た
（
同
草
案
第
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三
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当
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は
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際
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会
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に
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て
、
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の
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及
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な
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の
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が
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た
が
、
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会

は
、
ニ
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イ
エ
教
授
が
提
唱
し
た
立
場
を
支
持
し
な
が
ら
、
新
た
な
草
案
を
用
意
す
る
結
果
と
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た
。
こ
の
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に
、
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エ
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の
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は
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八

⑶

　バ
チ
フ
ォ
ル
予
備
草
案
（
一
九
五
九
年
）

次
の
国
際
私
法
草
案
と
な
る
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
は
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
草
案
と
の
比
較
に
お
い
て
、
二
つ
の
点
に
関
し
て
異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
一
つ
は
、
詳
細
な
各
個
規
定
よ
り
も
、
一
般
原
則
規
定
に
力
が
注
が
れ
、
極
め
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
、
明
文
規
定
に
よ
る
予
測
可
能
性
に
対
し
て
懐
疑
的
な
バ
チ
フ
ォ
ル
教
授
の
信
念
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
外
国
人
の

地
位
に
関
す
る
一
箇
条
、
法
律
抵
触
規
則
に
関
す
る
一
〇
箇
条
、
管
轄
抵
触
規
則
に
関
す
る
一
〇
箇
条
を
内
容
と
す
る
僅
か
二
一
箇
条
の

み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た

（
10
）

。
い
ま
一
つ
の
特
徴
は
、
一
方
主
義
及
び
国
家
主
義
に
則
っ
た
規
定
が
完
全
に
排
除
さ
れ
、
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
破
棄
院
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
抵
触
規
則
が
成
文
化
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
著
名
な
一
九
五
三
年
四
月

一
七
日
の
破
棄
院
第
一
民
事
部
判
決
、
す
な
わ
ち
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
（l ’arrêt R

ivière （
11
））

に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
共
通
本
国
法
、
共

通
住
所
地
法
、
法
廷
地
法
の
段
階
的
適
用
と
い
う
共
通
属
人
法
を
軸
と
す
る
革
新
的
な
規
則
は
、
夫
婦
の
身
分
関
係
及
び
離
婚
に
つ
い
て

の
み
な
ら
ず
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
選
定
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
規
則
を
一
変
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
嫡
出
親
子
関

係
及
び
養
子
縁
組
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
の
革
新
的
な
規
則
は
、
相
続
に
関
し
、
統
一
主
義

の
立
場
か
ら
、
不
動
産
、
動
産
を
区
分
す
る
こ
と
な
く
、
被
相
続
人
の
最
後
の
住
所
地
法
に
依
ら
し
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
分
割
主
義
な
い
し
二
元
主
義
に
反
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
に
お
け
る
革

新
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
と
も
相
俟
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
局
、
同
草
案
も
ま
た
、
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
し
て
の
成
功
を
収
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
挫
折
の
理
由
に
つ
い
て
、
ラ
ガ
ル
ド
教
授
は
、
民
法
典
の

改
正
草
案
と
は
別
個
に
論
じ
ら
れ
た
た
め
に
、
法
典
化
の
波
に
乗
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
に
至
る
ま
で
公
表
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
広
く
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
機
会
を
逸
し
た
こ
と
に
あ
る
と
解
説
し
て
い
る

（
12
）

。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
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典
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代
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（
笠
原
）

九

⑷

　フ
ォ
ワ
イ
エ
予
備
草
案
（
一
九
六
七
年
）

そ
し
て
、
三
番
目
と
な
る
草
案
は
、
一
九
六
七
年
に
、
当
時
の
法
務
大
臣
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
主
導
の
も
と
、
前
出
民
法

典
改
正
委
員
会
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
精
力
的
に
民
法
典
の
改
正
に
取
り
組
み
、
夫
婦
財
産
制
、
離
婚
、

親
子
関
係
、
親
権
、
成
年
、
後
見
等
の
改
革
を
実
行
し
て
お
り
、
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
改
正
草
案
の
起
草
の
た
め
に
、
国
際
主
義

を
掲
げ
る
論
者
を
集
め
た
委
員
会
な
ど
も
立
ち
上
げ
て
い
る

（
13
）

。
改
正
草
案
は
、
第
四
部
「
国
際
私
法
に
お
け
る
準
拠
法
」
と
し
て
、
三
七

箇
条
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
一
箇
条
の
他
は
、
全
て
、
法
律
抵
触
規
定
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
が
、
民
事
手
続
法
に
関
し
、
そ
れ
を
規
則
と
し
て
厳
格
に
法
律

と
区
別
し
た
た
め
、
管
轄
抵
触
規
定
が
国
際
私
法
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
14
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
は
、
管
轄
抵
触
規

定
を
除
き
、
基
本
的
に
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
を
踏
襲
し
た
が
、
公
序
、
反
致
、
外
国
法
の
適
用
に
関
す
る
総
則
規
定
を
置
い
て
お
り
、
ま
た
、

各
個
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
破
棄
院
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
双
方
主
義
に
基
づ
く
抵
触
規
則
を
規
定
し
、

相
続
に
関
し
て
も
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
被
相
続
人
の
住
所
地
法
と
い
う
分
割
主
義
に

復
帰
し
て
い
た
が
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
夫
婦
の
共
通
本
国
法
主
義
が
踏
襲
さ
れ
て
い

た
（
15
）

。
し
か
し
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
も
ま
た
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
存
在
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
漸
く
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ン
・
メ
ー
レ
ン
（V

on M
ehren

）
と
ナ
ー
デ
ル
マ
ン
（N

adelm
ann

）
が
、
同
国
に
お
け
る
そ
の

論
考
に
お
い
て
論
及
す
る
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
16
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
り
、
連
結
規
則
の
法
典
化
が
、
法
務
省
の
後
継
者
に
お
い
て
、
自
分
が
抱
い
た
と
同
様
の
関
心
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
政
治
家
で
あ
っ
た
フ
ォ
ワ
イ
エ
が
国
民
議
会
法
務
委
員
会
議
長
と
し
て
影
響

）
五
二
二
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⑷
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備
草
案
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七
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そ
し
て
、
三
番
目
と
な
る
草
案
は
、
一
九
六
七
年
に
、
当
時
の
法
務
大
臣
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
主
導
の
も
と
、
前
出
民
法

典
改
正
委
員
会
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
精
力
的
に
民
法
典
の
改
正
に
取
り
組
み
、
夫
婦
財
産
制
、
離
婚
、

親
子
関
係
、
親
権
、
成
年
、
後
見
等
の
改
革
を
実
行
し
て
お
り
、
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
改
正
草
案
の
起
草
の
た
め
に
、
国
際
主
義

を
掲
げ
る
論
者
を
集
め
た
委
員
会
な
ど
も
立
ち
上
げ
て
い
る

（
13
）

。
改
正
草
案
は
、
第
四
部
「
国
際
私
法
に
お
け
る
準
拠
法
」
と
し
て
、
三
七

箇
条
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
一
箇
条
の
他
は
、
全
て
、
法
律
抵
触
規
定
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
が
、
民
事
手
続
法
に
関
し
、
そ
れ
を
規
則
と
し
て
厳
格
に
法
律

と
区
別
し
た
た
め
、
管
轄
抵
触
規
定
が
国
際
私
法
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
14
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
は
、
管
轄
抵
触
規

定
を
除
き
、
基
本
的
に
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
を
踏
襲
し
た
が
、
公
序
、
反
致
、
外
国
法
の
適
用
に
関
す
る
総
則
規
定
を
置
い
て
お
り
、
ま
た
、

各
個
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
破
棄
院
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
双
方
主
義
に
基
づ
く
抵
触
規
則
を
規
定
し
、

相
続
に
関
し
て
も
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
被
相
続
人
の
住
所
地
法
と
い
う
分
割
主
義
に

復
帰
し
て
い
た
が
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
夫
婦
の
共
通
本
国
法
主
義
が
踏
襲
さ
れ
て
い

た
（
15
）

。
し
か
し
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
も
ま
た
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
存
在
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
漸
く
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ン
・
メ
ー
レ
ン
（V

on M
ehren

）
と
ナ
ー
デ
ル
マ
ン
（N

adelm
ann

）
が
、
同
国
に
お
け
る
そ
の

論
考
に
お
い
て
論
及
す
る
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
16
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
り
、
連
結
規
則
の
法
典
化
が
、
法
務
省
の
後
継
者
に
お
い
て
、
自
分
が
抱
い
た
と
同
様
の
関
心
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
政
治
家
で
あ
っ
た
フ
ォ
ワ
イ
エ
が
国
民
議
会
法
務
委
員
会
議
長
と
し
て
影
響

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇

を
与
え
続
け
、
そ
の
個
人
的
な
考
え
方
が
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
流
の
熱
心
な
一
方
主
義
の
原
理
へ
と
変
化
し
て
行
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
17
）

。

⑸

　法
典
化
作
業
の
総
括

前
記
国
際
私
法
草
案
が
繰
り
返
し
て
挫
折
し
た
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
ら
の
起
草
が
完
成
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ら
の
草
案
に
関
す
る
情
報
が

フ
ラ
ン
ス
国
外
か
ら
国
内
へ
伝
播
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
不
自
然
さ
は
、
い
か
に
し
て
も
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い

て
率
直
に
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
の
法
典
化
が
、
そ
の
専
門
家
に
よ
っ
て
必
要
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
破
棄
院
判
決
に
お
け
る
判
断
に
よ
り
、
一
切
の
渉
外

私
法
問
題
の
解
決
に
お
い
て
、
不
便
が
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
18
）

。
い
み
じ
く
も
、
一
方
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
セ

ス
カ
キ
ス
（P

. F
rancescakis

）
は
、「
明
ら
か
に
進
展
す
る
事
項
に
お
い
て
も
、
判
例
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
感
情
が
、
法
典
化

の
支
持
者
に
お
い
て
さ
え
、
未
練
と
し
て
残
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
、
法
典
化
が
成
功
へ
到
達
で
き
る
の
は
、
過
去
と
断
絶
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る

（
19
）

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
及
び
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
は
、
破
棄
院
判
決
の
敷
衍
に
過
ぎ
ず
、

端
か
ら
、
そ
れ
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
改
正
に
向
け
た
熱
狂
を
掻
き
立
て
る
は
ず
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
の

事
情
は
、
改
正
を
達
成
し
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
そ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
い
た

（
20
）

。
ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
全

面
的
な
改
正
な
い
し
法
典
化
が
実
現
し
な
い
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
と
っ
て
の
進
む
べ
き
道
は
、
部
分
的
な
改
正
に
甘
ん
じ
る
か
、
ま
た

は
、
国
際
的
な
法
典
化
に
寄
り
添
っ
て
歩
み
を
進
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た

（
21
）

。
確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
繰

り
返
さ
れ
た
断
片
的
な
国
際
私
法
の
改
正
、
及
び
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
や
欧
州
連
合
条
約
へ
の
傾
倒
は
、
教
授
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ

と
符
号
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

）
五
二
五
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
一

三
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
内
的
立
法
化

⑴

　総
説

双
方
主
義
に
則
っ
た
包
括
的
な
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
国
際
私
法
の
改
革
に
立
ち
遅
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が

次
に
着
手
し
た
の
は
、
個
別
の
法
律
関
係
に
関
し
、
断
片
的
な
抵
触
規
定
を
も
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日

の
海
上
傭
船
契
約
に
関
す
る
法
律
を
皮
切
り
に
、
一
九
六
七
年
一
月
三
日
の
船
舶
抵
当
に
関
す
る
法
律
、
同
年
七
月
七
日
の
海
難
及
び
救

助
に
関
す
る
法
律
、
一
九
六
九
年
一
月
三
日
の
海
上
運
送
商
品
の
委
託
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る

一
方
的
抵
触
規
定
が
補
充
さ
れ
た
。
折
し
も
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
「
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
」（
ロ
ー
マ
条
約
）

の
発
効
の
時
期
と
も
前
後
し
て
、
場
当
た
り
的
な
立
法
も
そ
れ
に
助
け
ら
れ
、
偶
々
、
立
法
化
の
時
機
を
得
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
断
続
的
な
立
法
化
の
傾
向
は
維
持
さ
れ
、
実
質
法
規
定
の
改
正
の
機
会
に
、
そ
れ
に
対

応
す
る
範
囲
に
お
い
て
抵
触
規
定
も
制
定
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
下
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
な
民
法
典
中
の
親

子
関
係
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
婚
姻
等
、
人
の
身
分
に
関
す
る
重
要
な
法
律
関
係
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
の
う
ち
、
特
に
前

二
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
不
発
に
終
わ
っ
た
一
九
六
七
年
の
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
に

わ
か
に
捲
き
起
こ
っ
た
激
し
い
論
争
の
矛
先
は
、
そ
れ
ら
の
新
法
が
、
法
務
大
臣
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
単
独
起
草
で
あ
り
、
そ
し
て
、

議
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
成
立
に
過
程
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
討
議
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
成
立
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る

（
22
）

。

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
一

三
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
内
的
立
法
化

⑴

　総
説

双
方
主
義
に
則
っ
た
包
括
的
な
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
国
際
私
法
の
改
革
に
立
ち
遅
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が

次
に
着
手
し
た
の
は
、
個
別
の
法
律
関
係
に
関
し
、
断
片
的
な
抵
触
規
定
を
も
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日

の
海
上
傭
船
契
約
に
関
す
る
法
律
を
皮
切
り
に
、
一
九
六
七
年
一
月
三
日
の
船
舶
抵
当
に
関
す
る
法
律
、
同
年
七
月
七
日
の
海
難
及
び
救

助
に
関
す
る
法
律
、
一
九
六
九
年
一
月
三
日
の
海
上
運
送
商
品
の
委
託
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る

一
方
的
抵
触
規
定
が
補
充
さ
れ
た
。
折
し
も
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
「
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
」（
ロ
ー
マ
条
約
）

の
発
効
の
時
期
と
も
前
後
し
て
、
場
当
た
り
的
な
立
法
も
そ
れ
に
助
け
ら
れ
、
偶
々
、
立
法
化
の
時
機
を
得
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
断
続
的
な
立
法
化
の
傾
向
は
維
持
さ
れ
、
実
質
法
規
定
の
改
正
の
機
会
に
、
そ
れ
に
対

応
す
る
範
囲
に
お
い
て
抵
触
規
定
も
制
定
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
下
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
な
民
法
典
中
の
親

子
関
係
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
婚
姻
等
、
人
の
身
分
に
関
す
る
重
要
な
法
律
関
係
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
の
う
ち
、
特
に
前

二
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
不
発
に
終
わ
っ
た
一
九
六
七
年
の
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
に

わ
か
に
捲
き
起
こ
っ
た
激
し
い
論
争
の
矛
先
は
、
そ
れ
ら
の
新
法
が
、
法
務
大
臣
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
単
独
起
草
で
あ
り
、
そ
し
て
、

議
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
成
立
に
過
程
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
討
議
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
成
立
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る

（
22
）

。

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二

⑵

　親
子
関
係

一
九
七
二
年
一
月
三
日
の
法
律
第
七
二
─
三
号
に
よ
り
、
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
が
民
法
典
に
追
加
さ
れ
た
。
親
子
関
係
は
、
原

則
と
し
て
、
子
の
出
生
当
時
の
母
の
本
国
法
に
依
る
か
、
ま
た
は
、
母
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
子
の
本
国
法
に
依
る
（
第
三
一
一
条
の

一
四
）。
但
し
、
子
と
父
母
の
一
方
又
は
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
に
共
通
常
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
り
、
一
切
の
身
分
占

有
の
効
力
を
生
じ
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。
こ
の
規
定
も
一
方
的
抵
触
規
定
で
あ
る
が
、
民
法
典
第
三
条
第
一
項
や
前
出
リ
ヴ
ィ
エ
ー

ル
判
決
の
規
則
と
同
様
、
双
方
化
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
申
立
人
又
は
子
の
本
国
法
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
父

子
関
係
又
は
母
子
関
係
の
任
意
認
知
の
申
立
て
は
有
効
と
さ
れ
る
（
第
三
一
一
条
の
一
七

（
23
））。

⑶

　離
婚

一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
法
律
第
七
五
─
六
一
七
号
に
は
、
離
婚
に
関
す
る
一
方
的
抵
触
規
定
が
民
法
典
に
加
え
ら
れ
（
当
時
第

三
一
〇
条
、
現
行
第
三
〇
九
条
）、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
当
該
規
定
は
、
ⅰ
夫
婦
の
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
と

き
、
又
は
、
ⅱ
夫
婦
が
フ
ラ
ン
ス
に
共
通
住
所
を
有
す
る
と
き
、
又
は
、
ⅲ
他
の
法
が
そ
の
管
轄
（
立
法
管
轄
）
を
主
張
し
な
い
と
き
に

は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
最
後
の
規
定
に
依
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
が
外
国
抵
触
規
則
に
従
属
し

て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
前
二
者
の
場
合
に
は
、
当
然
に
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
優
先
は
損
な
わ
れ
て
い
な
い

（
24
）

。
因
み
に
、
離
婚
に
関
す
る
第
三
〇
九
条
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
一
日
か
ら
、

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
離
婚
及
び
別
居
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
（N

o 1259/2010

）
第
五
条

（
25
）

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
相

当
に
広
範
な
法
か
ら
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
26
）

。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
三

⑷

　夫
婦
財
産

夫
婦
財
産
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
と
も
に
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
夫
婦
財
産
制
の

準
拠
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
加
盟
国
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
八
日
の
法
律
第
九
七
─
九
八
七
号
に
依
り
、
民
法
典
第

一
三
九
七
条
の
一
な
い
し
第
一
三
九
七
条
の
六
の
諸
規
定
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
ハ
ー
グ
条
約
と
の
適
用
関
係
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
解

釈
問
題
を
惹
起
す
る
結
果
と
な
っ
た

（
27
）

。
な
お
、
二
〇
一
九
年
に
、
同
ハ
ー
グ
条
約
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1103

）
に
よ
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る

（
28
）

。

⑸

　養
子
縁
組

養
子
縁
組
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
六
日
の
法
律
第
二
〇
〇
一
─
一
一
一
号
に
依
り
、
民
法
典
中
に
抵
触
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

親
子
関
係
に
関
す
る
一
九
七
二
年
の
法
律
に
よ
り
民
法
典
に
新
設
さ
れ
た
諸
規
定
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
八
）

に
は
、
養
親
子
関
係
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
養
親
の
本
国
法
に
依
っ

て
規
律
さ
れ
、
ま
た
、
養
親
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
に
依
る
（
第
三
七
〇
条
の
三
）。
但
し
、
同
条
に
お

い
て
は
、
ⅰ
養
子
縁
組
が
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
は
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
ⅱ
未
成
年
の
外
国
人
は
、
そ
の
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
出
生
し
、
か
つ
、
常
居
所
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、
養
子
縁
組
が
そ

の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
養
子
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
、
ⅲ
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
子
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
保
護
条
項
（
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
条
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
の
効
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る

（
第
三
七
〇
条
の
四
）。
外
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
に
完
全
な
効
力
を
有
す
る

）
五
二
五
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
三

⑷

　夫
婦
財
産

夫
婦
財
産
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
と
も
に
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
夫
婦
財
産
制
の

準
拠
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
加
盟
国
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
八
日
の
法
律
第
九
七
─
九
八
七
号
に
依
り
、
民
法
典
第

一
三
九
七
条
の
一
な
い
し
第
一
三
九
七
条
の
六
の
諸
規
定
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
ハ
ー
グ
条
約
と
の
適
用
関
係
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
解

釈
問
題
を
惹
起
す
る
結
果
と
な
っ
た

（
27
）

。
な
お
、
二
〇
一
九
年
に
、
同
ハ
ー
グ
条
約
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1103

）
に
よ
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る

（
28
）

。

⑸

　養
子
縁
組

養
子
縁
組
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
六
日
の
法
律
第
二
〇
〇
一
─
一
一
一
号
に
依
り
、
民
法
典
中
に
抵
触
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

親
子
関
係
に
関
す
る
一
九
七
二
年
の
法
律
に
よ
り
民
法
典
に
新
設
さ
れ
た
諸
規
定
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
八
）

に
は
、
養
親
子
関
係
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
養
親
の
本
国
法
に
依
っ

て
規
律
さ
れ
、
ま
た
、
養
親
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
に
依
る
（
第
三
七
〇
条
の
三
）。
但
し
、
同
条
に
お

い
て
は
、
ⅰ
養
子
縁
組
が
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
は
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
ⅱ
未
成
年
の
外
国
人
は
、
そ
の
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
出
生
し
、
か
つ
、
常
居
所
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、
養
子
縁
組
が
そ

の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
養
子
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
、
ⅲ
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
子
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
保
護
条
項
（
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
条
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
の
効
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る

（
第
三
七
〇
条
の
四
）。
外
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
に
完
全
な
効
力
を
有
す
る

）
五
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四

（
第
三
七
〇
条
の
五
）。

⑹

　登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
立
法
と
し
て
は
、
パ
ク
ス
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
）、
す
な
わ
ち
、
民
事
連
帯
契
約

（pacte civil de solidarité

）
と
呼
ば
れ
る
生
活
共
同
体
の
制
度
が
、
一
九
九
九
年
一
一
月
五
日
の
法
律
第
九
九
─
九
四
四
号
に
依
り
民
法

典
に
導
入
さ
れ
て
い
た
が

（
29
）

、
そ
の
後
、
渉
外
的
な
場
合
の
た
め
の
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
抵
触
規
定
が
二
〇
〇
九
年
五
月

一
二
日
の
法
律
第
九
九
─
九
四
四
号
に
依
り
、
民
法
典
第
五
一
五
条
の
七
の
一
に
追
加
さ
れ
た
。
同
条
は
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

成
立
条
件
及
び
効
力
、
並
び
に
、
そ
の
解
消
の
原
因
及
び
効
力
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
き
を
行
う
官
庁
が
所
属
す
る
国
家
の
実
質
法
規
定

に
従
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
依
れ
ば
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
の
属
人
法
が
そ
の
よ
う
な
制
度
を
知
ら
な
く
と
も
、
当
事
者

の
合
意
は
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
同
条
は
非
常
に
自
由
主
義
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る

（
30
）

。
な
お
、
登
録

パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
二
九
日
以
後
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1104

）
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る

（
31
）

。

⑺

　婚
姻

二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
の
法
律
第
二
〇
一
三
─
四
〇
四
号
に
依
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、
同
法
律
は
、
民
法
典
中
に
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
及
び
方
式
に
関
す
る
法
律
抵
触
規
則
を
明
文
化
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

破
棄
院
判
決
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
規
則
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
要
件
は
、
婚
姻
当
事
者
の
本
国
法
に
依
り

（
民
法
典
第
二
〇
二
条
の
一
第
一
項
）、
同
性
婚
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
一
方
の
属
人
法
か
、
ま
た
は
、
住
所
地
法
若
し
く
は
居
所
地
法
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
成
立
す
る
と
す
る
選
択
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
ま
た
、
方
式
は
、
婚
姻
挙

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
五

行
地
法
に
依
る
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
）。
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
明
文
に
よ
る
抵
触
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
出
リ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
判
決
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
に
従
い
、
夫
婦
の
共
通
本
国
法
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
共

通
住
所
地
法
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、
法
廷
地
法
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
32
）

。

⑻

　協
議
離
婚

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
八
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
─
一
五
四
七
号
に
依
り
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
裁
判
外
に
お
け
る
合
意
に

よ
る
離
婚
（
協
議
離
婚
）
の
制
度
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
民
法
典
二
二
九
条
の
一
な
い
し
第
二
二
九
条
の
四
の
規
定
が
置
か

れ
た
。
裁
判
離
婚
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
合
意
も
離
婚
原
因
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ

り
離
婚
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
新
法
は
、
弁
護
士
や
公
証
人
の
関
与
の
下
で
あ
る
が
、
裁

判
外
に
お
け
る
離
婚
、
す
な
わ
ち
、
私
的
離
婚
の
成
立
を
可
能
と
し
て
い
る
。
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
規
則
に
従
え
ば
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
範
囲
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
、
明
ら
か
に
、
離
婚
を
望

む
夫
婦
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
離
婚
に
対
し
て
敵
対
的
な
外
国
法
か
ら
の
避
難
場
所
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
33
）

。

⑼

　混
乱
の
総
括

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
な
法
典
化
よ
り
も
、
時
々
の
実
質
法
規
定
の
改
正
に
対
応
す
る
個
別
的
な
抵

触
規
定
の
部
分
的
な
制
定
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
が
、
一
貫
性
の
欠
如
や
矛
盾
す
る
解
決
の
危
険
を
伴
う
こ
と
は
、
立
法
化
に
直
接
的

な
影
響
力
を
与
え
得
る
地
位
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
っ
て
も
吐
露
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
懸
念
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る

（
34
）

。
実
際
に
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
の
抵
触
規
定
と
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
人
の
身
分
関
係

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
五

行
地
法
に
依
る
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
）。
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
明
文
に
よ
る
抵
触
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
出
リ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
判
決
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
に
従
い
、
夫
婦
の
共
通
本
国
法
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
共

通
住
所
地
法
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、
法
廷
地
法
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
32
）

。

⑻

　協
議
離
婚

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
八
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
─
一
五
四
七
号
に
依
り
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
裁
判
外
に
お
け
る
合
意
に

よ
る
離
婚
（
協
議
離
婚
）
の
制
度
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
民
法
典
二
二
九
条
の
一
な
い
し
第
二
二
九
条
の
四
の
規
定
が
置
か

れ
た
。
裁
判
離
婚
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
合
意
も
離
婚
原
因
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ

り
離
婚
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
新
法
は
、
弁
護
士
や
公
証
人
の
関
与
の
下
で
あ
る
が
、
裁

判
外
に
お
け
る
離
婚
、
す
な
わ
ち
、
私
的
離
婚
の
成
立
を
可
能
と
し
て
い
る
。
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
規
則
に
従
え
ば
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
範
囲
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
、
明
ら
か
に
、
離
婚
を
望

む
夫
婦
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
離
婚
に
対
し
て
敵
対
的
な
外
国
法
か
ら
の
避
難
場
所
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
33
）

。

⑼

　混
乱
の
総
括

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
な
法
典
化
よ
り
も
、
時
々
の
実
質
法
規
定
の
改
正
に
対
応
す
る
個
別
的
な
抵

触
規
定
の
部
分
的
な
制
定
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
が
、
一
貫
性
の
欠
如
や
矛
盾
す
る
解
決
の
危
険
を
伴
う
こ
と
は
、
立
法
化
に
直
接
的

な
影
響
力
を
与
え
得
る
地
位
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
っ
て
も
吐
露
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
懸
念
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る

（
34
）

。
実
際
に
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
の
抵
触
規
定
と
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
人
の
身
分
関
係

）
五
二
二
（
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に
関
す
る
事
項
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
規
則
が
立
脚
す
る
基
本
的
姿
勢
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

（
35
）

。
そ
の
よ
う
な
方
法
論
に
お
け
る

問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
更
に
深
刻
な
点
は
、
部
分
的
な
立
法
化
に
お
け
る
一
方
的
抵
触
規
定
の
採
用
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
体
系

の
一
貫
性
の
破
綻
を
増
幅
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
破
棄
院
判
決
が
主
体
と
な
り
、
民
法
典
第
三
条
を
基
本
規
定
と
し
て
、
巧

み
に
同
条
を
双
方
主
義
に
基
づ
く
法
律
抵
触
規
則
と
し
て
構
成
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
へ
一
方
主
義
に
基
づ
く

立
法
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
抵
触
法
体
系
の
均
衡
が
損
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
批
判
的
な
見
解
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な

い
（
36
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
単
一
の
包
括
的
な
国
際
私
法
典
の
制
定
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
契
約
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
六

月
一
七
日
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
に
依
り

（
37
）

、
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 

864/2007

）
に
依
り

（
38
）

、
相
続
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る

（
39
）

、
物
権

に
つ
い
て
も
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
を
基
礎
と
し
て
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
、
抵
触
規
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る

（
40
）

。
会
社
に
つ
い
て
は
民

法
典
第
一
八
三
七
条

（
41
）

、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
同
第
二
二
二
一
条

（
42
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
手
続
規
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法

典
第
四
二
条
な
い
し
第
四
八
条
及
び
第
一
〇
七
〇
条
が
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

（
43
）

。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の

法
源
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
断
片
的
な
国
内
立
法
の
整
備
に
注
力
し
て
い
る
間
に
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
や
欧
州
連
合
等
の
国
際
機
関
に
よ

る
国
際
条
約
の
締
結
が
加
速
し
た
結
果
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
充
足
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
今
後
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
課
題
と

し
て
は
、
新
た
な
国
際
的
法
源
と
従
来
か
ら
の
国
内
実
定
法
と
の
適
用
関
係
を
い
か
に
調
整
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

過
去
の
経
験
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
や
は
り
、
破
棄
院
判
決
が
従
来
通
り
そ
の
重
要
な
役
目
を
担
い
、
解
決
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は

推
察
す
る
に
難
く
な
い
。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
七

四
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
典
化

⑴

　総
説

近
時
、
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例
、
特
に
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の
そ
れ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
抵
触
規
定
の
精
緻

化
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
反
し
て
、
そ
の
規
律
事
項
の
減
少
な
い
し
規
律
範
囲
の
縮
減
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
内
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
欧
州
連
合
条
約
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

国
内
立
法
に
お
い
て
重
ね
て
規
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
規
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
国
際
条
約
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
限
定
す
る

と
か
、
或
い
は
、
具
体
的
に
、
何
れ
か
の
特
定
の
条
約
に
従
う
こ
と
を
端
的
に
明
記
し
た
立
法
例
が
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
益
々
、
増

加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

（
44
）

。
そ
の
よ
う
な
立
法
は
、
一
見
す
る
限
り
、
広
範
な
渉
外
私
法
関
係
を
規
律
の
対
象
と
し
た
包
括
的
で
均
衡
の

取
れ
た
立
法
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
欧
州
連
合
諸
国
に
見
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
連
合
圏
内
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規

律
と
そ
の
圏
外
と
の
関
連
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規
律
の
た
め
の
二
つ
の
国
際
私
法
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
国
際
私
法

の
二
元
性
は
崩
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
場
合
に
は
、
長
き
に
亘
り
判
例
や
学
説
に
支
え
ら
れ
て
、
統
合
さ
れ

た
包
括
的
な
国
際
私
法
典
が
存
在
し
な
い
た
め
、
個
別
の
事
項
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
条
約
の
優
先
的
適
用

を
明
ら
か
に
す
る
特
別
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
第
五
五
条
に
よ
り
、
一
旦
、
批
准
さ
れ
た
国

際
条
約
は
、
国
内
法
に
優
位
し
、
し
か
も
、
内
国
法
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る

（
45
）

。
以
下
に
お
い
て
は
、
現

在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
主
要
な
国
際
条
約
を
掲
げ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
源
の
概
観
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
七

四
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
典
化

⑴

　総
説

近
時
、
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例
、
特
に
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の
そ
れ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
抵
触
規
定
の
精
緻

化
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
反
し
て
、
そ
の
規
律
事
項
の
減
少
な
い
し
規
律
範
囲
の
縮
減
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
内
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
欧
州
連
合
条
約
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

国
内
立
法
に
お
い
て
重
ね
て
規
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
規
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
国
際
条
約
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
限
定
す
る

と
か
、
或
い
は
、
具
体
的
に
、
何
れ
か
の
特
定
の
条
約
に
従
う
こ
と
を
端
的
に
明
記
し
た
立
法
例
が
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
益
々
、
増

加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

（
44
）

。
そ
の
よ
う
な
立
法
は
、
一
見
す
る
限
り
、
広
範
な
渉
外
私
法
関
係
を
規
律
の
対
象
と
し
た
包
括
的
で
均
衡
の

取
れ
た
立
法
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
欧
州
連
合
諸
国
に
見
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
連
合
圏
内
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規

律
と
そ
の
圏
外
と
の
関
連
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規
律
の
た
め
の
二
つ
の
国
際
私
法
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
国
際
私
法

の
二
元
性
は
崩
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
場
合
に
は
、
長
き
に
亘
り
判
例
や
学
説
に
支
え
ら
れ
て
、
統
合
さ
れ

た
包
括
的
な
国
際
私
法
典
が
存
在
し
な
い
た
め
、
個
別
の
事
項
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
条
約
の
優
先
的
適
用

を
明
ら
か
に
す
る
特
別
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
第
五
五
条
に
よ
り
、
一
旦
、
批
准
さ
れ
た
国

際
条
約
は
、
国
内
法
に
優
位
し
、
し
か
も
、
内
国
法
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る

（
45
）

。
以
下
に
お
い
て
は
、
現

在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
主
要
な
国
際
条
約
を
掲
げ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
源
の
概
観
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

）
五
二
二
（
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⑵

　ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約

フ
ラ
ン
ス
が
現
在
に
至
る
ま
で
批
准
な
い
し
署
名
し
て
い
る
国
際
条
約
と
し
て
最
も
多
い
も
の
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
母
体
と

な
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
四
年
三
月
一
日
の
「
民
事
訴

訟
手
続
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
五
年
六
月
一
五
日
の
「
物
品
の
国
際
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
六
年
六
月
一
日
の

「
外
国
会
社
、
社
団
及
び
財
団
の
法
人
格
の
承
認
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
四
日
の
「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法

に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
の
「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」、

一
九
六
一
年
一
〇
月
五
日
の
「
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
官
庁
の
権
限
及
び
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
遺
言
の
方
式
に
関

す
る
法
律
の
抵
触
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
外
国
公
文
書
の
認
証
を
不
要
と
す
る
条
約
」、
一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
の
「
民
事
又

は
商
事
に
関
す
る
裁
判
上
及
び
裁
判
外
の
文
書
の
外
国
に
お
け
る
送
達
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
〇
年
三
月
一
八
日
の
「
民
事
及
び
商

事
に
関
す
る
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
一
年
五
月
四
日
の
「
交
通
事
故
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、

一
九
七
三
年
一
〇
月
二
日
の
「
扶
養
義
務
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す

る
条
約
」、
同
日
の
「
製
造
物
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条

約
」、
同
日
の
「
代
理
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
「
裁
判
へ
の
国
際
的
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
条
約
」、

同
日
の
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
九
三
年
五
月
二
九
日
の
「
国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保

護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
九
日
の
「
親
責
任
及
び
子
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
の
管
轄
権
、
準
拠
法
、
承
認
、

執
行
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
」、
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
三
日
の
「
成
年
者
の
国
際
的
保
護
に
関
す
る
条
約
」、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
三

日
の
「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
定
書
」
等
が
あ
る
。
近
時
、
英
国
が
欧
州
連
合
を
脱
退
し
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
九

て
も
、
一
九
九
六
年
の
子
の
保
護
条
約
を
始
め
、
特
に
家
族
関
係
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
46
）

。

⑶

　国
際
連
合
条
約

国
際
連
合
が
主
体
と
な
る
条
約
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
締
結
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六

年
六
月
二
〇
日
の
「
扶
養
料
の
外
国
に
お
け
る
取
立
て
に
関
す
る
条
約
」、
及
び
。
一
九
六
二
年
一
二
月
一
〇
日
の
「
婚
姻
の
同
意
、
最

低
年
齢
及
び
登
録
に
関
す
る
条
約
」
が
あ
る
。
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
条
約
と
し
て
、
一
九
五
八
年
六

月
一
〇
日
の
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
」、
及
び
、
一
九
八
〇
年
四
月
一
一
日
の
「
国
際
物
品

売
買
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
」（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
が
あ
る

（
47
）

。

⑷

　私
法
統
一
国
際
協
会
条
約

フ
ラ
ン
ス
は
、
国
際
商
事
契
約
原
則
（P

rinciples of International C
om

m
ercial C

ontracts

）
の
作
成
主
体
と
し
て
知
ら
れ
る
ユ
ニ
ド

ロ
ワ
、
す
な
わ
ち
、
私
法
統
一
国
際
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
）
に
加
盟
し
て
お
り
、
そ
れ
が
起
草
し
た
条
約
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法

の
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
し
て
、
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
五
月
二
八
日
の
「
国
際
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
条
約
」、
及
び
、
同

日
の
「
国
際
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
・
オ
タ
ワ
条
約
」
等
が
あ
る

（
48
）

。

⑸

　局
地
的
条
約

局
地
的
な
規
模
の
国
際
条
約
と
し
て
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
、
欧
州
評
議
会
（C

onseil de l ’E
urope

）、
国
際
戸
籍
委
員
会

（C
om

m
ission internationale de l ’état civil

）
を
主
体
と
す
る
条
約
が
あ
る
。
ま
ず
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
と
の
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、

前
出
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
、
夫
婦
財
産
制
規
則
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
則
、
相
続
規
則
の
ほ
か

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
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際
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の
法
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化
と
現
代
化
（
笠
原
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グ
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そ
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指
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て
い
る
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し
て
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る
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ず
、
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に
つ
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は
、
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五
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六
月
二
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日
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扶
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の
外
国
に
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る
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に
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る
条
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及
び
。
一
九
六
二
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一
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月
一
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の
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の
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、
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年
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及
び
登
録
に
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る
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が
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Ｒ
Ａ
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に
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る
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連
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Ｇ
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（
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Ｏ
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Ｔ
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連
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、
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、
夫
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産
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登
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パ
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ト
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇

に
も
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
八
日
の
扶
養
義
務
規
則
（N

o 4/2009

）、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
二
日
の
弁
済
不
能
規
則
（N

o 

1896/2006

）、
民
事
及
び
商
事
の
裁
判
管
轄
権
及
び
判
決
の
承
認
に
関
す
る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
を
基
礎
と

す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
（N

o 44/2001

）、
そ
れ
が
改
正
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
〇
に
発
効
し
た

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰbis

規
則
（N

o 1215/2012

）、
ま
た
、
一
九
九
八
年
五
月
二
八
に
採
択
さ
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱ
条
約
が
、
二
〇
〇
〇

年
五
月
二
九
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱ
規
則
（N

o 1347/2000

）
に
転
換
さ
れ
て
婚
姻
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
律
し
、
二
〇
〇
五

年
三
月
一
日
か
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱbis

規
則
（N

o 2201/2003

）
が
そ
れ
に
代
わ
り
、
さ
ら
に
、

二
〇
一
九
年
六
月
二
五
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱter

規
則
（N

o 2019/1111

）
に
依
っ
て
改
正
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る

（
49
）

。

次
に
、
欧
州
評
議
会
条
約
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
作
成
し
た
一
九
五
〇
年
一
一
月
四
日
の
い
わ
ゆ
る
欧
州
人
権
条
約
（「
人
権
及

び
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
欧
州
条
約
」）
の
発
効
は
、
人
権
に
関
す
る
欧
州
公
序
の
確
定
に
お
い
て
国
際
私
法
と
間
接
的
に
関
連
し
て

お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
公
序
に
つ
い
て
も
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
し
ば
し
ば
定
義
さ
れ
て
い
る

（
50
）

。
ま
た
、
国
際
戸
籍
委
員
会
は
、

二
〇
〇
余
り
の
条
約
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
六
八
年
六
月
七
日
の
「
外
国
法
の
照
会
に
関

す
る
条
約
」
及
び
一
九
八
〇
年
五
月
二
〇
日
の
「
子
の
監
護
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」
を
批
准
し
て
い
る
ほ
か
、

署
名
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日
に
発
効
し
た
「
国
籍
に
関
す
る
条
約
」
等
、
国
際
私
法
と
も
直
接
的
に
関
連
す
る

条
約
が
あ
る

（
51
）

。

⑹

　二
国
間
条
約

判
決
の
承
認
及
び
執
行
、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
場
合
に
お
け
る
司
法
共
助
等
、
規
律
事
項
の
範
囲
は
多
様
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
と

数
多
く
の
国
々
と
の
間
に
は
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

（
52
）

。
但
し
、
現
在
、
欧
州
連
合
加
盟
諸
国
と
の
間
に
お
け
る
民
事
及
び
商
事

）
五
二
五
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
一

に
関
す
る
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
国
間
条
約
は
、
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
二
国
間
条
約
が
有
効
に
存

続
し
て
い
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
方
、
法
律
抵
触
の
分
野
の
二
国
間
条
約
は
、

極
め
て
少
数
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
そ
の
属
人
法
の
適
用
を
認
め
て
い
た
旧
植
民
地
と
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
け
ば
、
僅
か
に
、

一
九
六
七
年
四
月
五
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
条
約
、
現
在
で
は
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
セ
ル
ビ
ア
、

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
の
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
間
条
約
、
そ
し
て
、

一
九
八
一
年
八
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
が
あ
る

（
53
）

。

五
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化

⑴

　総
説

形
式
に
お
い
て
、
独
立
し
た
国
際
私
法
典
で
あ
る
に
せ
よ
、
民
法
典
中
に
置
か
れ
た
国
際
私
法
規
定
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
、
内
容
に

お
い
て
、
包
括
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
断
片
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
私
法
の
現
代
化
は
、
そ
の
法
典
化
も
し
く
は
改

正
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
私
法
の
法
典
化
は
そ
の
現
代
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
国
際
私
法
の
現
代
化
が
意
味
す
る
の
が
、
そ
の
規
則
の
よ
り
一
層
の
精
緻
化
な
い
し
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
の

た
め
の
柔
軟
化
で
あ
る
こ
と
も
、
近
時
の
数
多
く
の
立
法
例
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
近
隣
諸
国
を

始
め
、
か
つ
て
の
植
民
地
で
あ
っ
た
国
々
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
現
代
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、
取
り
残
さ
れ

た
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る

（
54
）

。
そ
し
て
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
革
に
接
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
早
急
な
法
典
化
が
必
要

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）
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に
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の
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び
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る
二
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間
条
約
は
、
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に
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っ
て
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わ
ら
れ
て
お
り
、
二
国
間
条
約
が
有
効
に
存

続
し
て
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る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
方
、
法
律
抵
触
の
分
野
の
二
国
間
条
約
は
、

極
め
て
少
数
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
そ
の
属
人
法
の
適
用
を
認
め
て
い
た
旧
植
民
地
と
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
け
ば
、
僅
か
に
、

一
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六
七
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四
月
五
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
条
約
、
現
在
で
は
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
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ビ
ナ
、
セ
ル
ビ
ア
、

モ
ン
テ
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ロ
と
の
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
間
条
約
、
そ
し
て
、

一
九
八
一
年
八
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
が
あ
る

（
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）

。
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法
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⑴
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に
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、
独
立
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で
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に
せ
よ
、
民
法
典
中
に
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た
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定
で
あ
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に
せ
よ
、
ま
た
、
内
容
に
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て
、
包
括
的
で
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る
に
せ
よ
、
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片
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
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ず
れ
に
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て
も
、
国
際
私
法
の
現
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は
、
そ
の
法
典
化
も
し
く
は
改

正
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
私
法
の
法
典
化
は
そ
の
現
代
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
国
際
私
法
の
現
代
化
が
意
味
す
る
の
が
、
そ
の
規
則
の
よ
り
一
層
の
精
緻
化
な
い
し
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
の

た
め
の
柔
軟
化
で
あ
る
こ
と
も
、
近
時
の
数
多
く
の
立
法
例
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
近
隣
諸
国
を

始
め
、
か
つ
て
の
植
民
地
で
あ
っ
た
国
々
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
現
代
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、
取
り
残
さ
れ

た
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る

（
54
）

。
そ
し
て
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
革
に
接
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
早
急
な
法
典
化
が
必
要

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
関
す
る
知
識
と
関
心
を
有
す
る
者
の
間
に
お
け
る
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る

（
55
）

。

そ
れ
で
は
、
近
時
の
諸
国
立
法
例
に
お
け
る
改
革
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
。
卑
見
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
を
整
理
す

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
点
を
そ
れ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
外
観
か
ら
言
え
ば
、
ⅰ
広
範

な
事
項
を
規
律
す
る
た
め
の
数
々
の
抵
触
規
定
が
網
羅
的
に
単
一
の
法
典
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
民
法
典
や
家
族
法
典
中
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
ⅱ
そ
れ
に
含
ま
れ
る
抵
触
規
定
の
多
く
が
、
国
際
私
法
に
お
け
る
国
際
主
義
も
し
く
は
国
際
化
の
時

代
を
反
映
し
て
、
双
方
的
抵
触
規
定
の
形
式
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅲ
単
一
的
連
結
の
規
則
よ
り
も
、
複
数
の
連
結
点
を
組

み
合
わ
せ
た
多
元
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
内
容
的
に
は
、
ⅳ
国
際
私
法
上
の
利
益
を
考
慮
し
て
、

当
事
者
や
両
性
の
平
等
を
反
映
し
た
共
通
法
を
優
先
す
る
規
則
を
も
っ
て
整
序
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅴ
当
事
者
意
思
の
尊
重
を
理
念
と
し

て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
（
当
事
者
自
治
）
を
定
め
る
規
定
が
多
く
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅵ
特
定
の
法
律
関
係
の
成
立
や
当
事
者

利
益
の
保
護
等
、
実
質
法
上
の
利
益
を
考
慮
し
た
抵
触
規
定
の
採
用
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ⅶ
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
支

配
の
も
と
に
、
当
事
者
や
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
（
地
の
）
法
に
優
位
が
与
え
ら
れ
、
時
に
は
、
端
的
に
、
最
密
接
関

係
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
、
現
代
国
際
私
法
の
概
括
的
な
到
達
点
で
あ
る

（
56
）

。
果
た
し
て
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
よ
う
な
国

際
私
法
の
現
代
化
の
尺
度
を
も
っ
て
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
を
眺
め
て
み
た
場
合
、
そ
れ
に
お
け
る
現
代
化
を
ど
の
よ
う
に
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

⑵

　フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
評
価

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
大
き
な
ま
と
ま
っ
た
改
革
は
断
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
統
合
さ
れ
た
国
際
私
法
典
は
存
在
し
な
い
が
、
部

分
的
に
は
、
幾
つ
か
の
法
律
関
係
に
関
し
て
改
正
の
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
数
多
く
の
条
約
が
締
結
さ
れ
て
国
内
的
効
力
を
有

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
三

し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
現
代
化
の
現
状
が
そ
の
国
際

私
法
の
法
典
化
と
の
関
連
に
お
い
て
有
す
る
意
義
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
現
在
も
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
第
三
条
が
重
要
な
国
際
私
法
規
定
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同

条
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
が
、
双
方
化
さ
れ
て
、
人
の
身
分
及
び
能
力
は
そ
の
者
の
本

国
法
に
依
り
（
第
三
項
）、
ま
た
、
不
動
産
は
そ
の
所
在
地
法
に
依
る
（
第
二
項
）
と
の
解
釈
が
確
立
し
て
い
る
。
破
棄
院
は
、
前
出
リ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
、
本
国
法
主
義
が
支
配
し
て
い
た
時
代
を
背
景
に
し
て
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
、
共
通
住
所
地
法
、
法
廷

地
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
の
適
用
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ゲ
ル
（G

erhard K
egel

）
の
連
結
階
梯
（
は
し
ご

（
57
））

と
し
て
現
代
国
際
私

法
に
普
及
し
て
い
る
共
通
属
人
法
を
軸
と
し
た
段
階
的
連
結
の
規
則
の
基
礎
と
な
っ
て
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

個
別
の
立
法
に
目
を
移
せ
ば
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
、
子
の
本
国
法
を
補
充
法
と
し
（
第
三
一
一
条

の
一
四
）、
ま
た
、
双
方
化
で
き
る
子
と
父
母
と
の
共
通
常
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。

一
九
七
五
年
の
離
婚
に
関
す
る
第
三
一
〇
条
（
現
行
第
三
〇
九
条
）
は
、
上
記
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
規
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
内
国
法
の

適
用
の
優
先
を
導
く
こ
と
と
な
る
法
廷
地
法
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
。
同
条
は
、
そ
の
後
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
て
、
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
欧
州
連
合
圏
外
に
お
い
て
は
、
今
も
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
に
関

し
て
は
、
ハ
ー
グ
条
約
が
前
出
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
欧
州
諸
国
に
お
け
る
規
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
に
関
し

て
は
、
養
親
の
本
国
法
主
義
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
夫
婦
共
同
縁
組
に
お
け
る
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
を
援
用
し
、
保
護
条
項
（
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
条
項
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
七
）。
外
国
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
完

全
な
効
力
を
有
す
る
（
第
三
七
〇
条
の
五
）。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
前
出
二
〇
〇
九
年
の
法
律
（
民
法
典
第
五
一
五
条
の

）
五
二
五
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
三

し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
現
代
化
の
現
状
が
そ
の
国
際

私
法
の
法
典
化
と
の
関
連
に
お
い
て
有
す
る
意
義
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
現
在
も
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
第
三
条
が
重
要
な
国
際
私
法
規
定
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同

条
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
が
、
双
方
化
さ
れ
て
、
人
の
身
分
及
び
能
力
は
そ
の
者
の
本

国
法
に
依
り
（
第
三
項
）、
ま
た
、
不
動
産
は
そ
の
所
在
地
法
に
依
る
（
第
二
項
）
と
の
解
釈
が
確
立
し
て
い
る
。
破
棄
院
は
、
前
出
リ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
、
本
国
法
主
義
が
支
配
し
て
い
た
時
代
を
背
景
に
し
て
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
、
共
通
住
所
地
法
、
法
廷

地
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
の
適
用
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ゲ
ル
（G

erhard K
egel

）
の
連
結
階
梯
（
は
し
ご

（
57
））

と
し
て
現
代
国
際
私

法
に
普
及
し
て
い
る
共
通
属
人
法
を
軸
と
し
た
段
階
的
連
結
の
規
則
の
基
礎
と
な
っ
て
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

個
別
の
立
法
に
目
を
移
せ
ば
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
、
子
の
本
国
法
を
補
充
法
と
し
（
第
三
一
一
条

の
一
四
）、
ま
た
、
双
方
化
で
き
る
子
と
父
母
と
の
共
通
常
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。

一
九
七
五
年
の
離
婚
に
関
す
る
第
三
一
〇
条
（
現
行
第
三
〇
九
条
）
は
、
上
記
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
規
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
内
国
法
の

適
用
の
優
先
を
導
く
こ
と
と
な
る
法
廷
地
法
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
。
同
条
は
、
そ
の
後
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
て
、
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
欧
州
連
合
圏
外
に
お
い
て
は
、
今
も
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
に
関

し
て
は
、
ハ
ー
グ
条
約
が
前
出
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
欧
州
諸
国
に
お
け
る
規
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
に
関
し

て
は
、
養
親
の
本
国
法
主
義
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
夫
婦
共
同
縁
組
に
お
け
る
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
を
援
用
し
、
保
護
条
項
（
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
条
項
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
七
）。
外
国
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
完

全
な
効
力
を
有
す
る
（
第
三
七
〇
条
の
五
）。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
前
出
二
〇
〇
九
年
の
法
律
（
民
法
典
第
五
一
五
条
の

）
五
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四

七
の
一
）
に
よ
り
、
手
続
官
庁
が
所
属
す
る
国
家
の
実
質
法
規
定
に
従
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
当
事
者
の
属
人
法
の
制
約
か
ら
当
事
者
を

解
放
し
て
い
る
。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
出
二
〇
一
六
年
の
欧
州
連
合
規
則
に
依
っ
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
一
三
年
の
法
律
に
依
り
、
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
民
法
典
中
に
明
文
化
さ
れ
た
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
及
び
方
式
に

関
す
る
抵
触
規
則
は
、
破
棄
院
判
決
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
規
則
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
婚
姻
当
事
者
の
本
国
法

（
民
法
典
第
二
〇
二
条
の
一
）、
婚
姻
挙
行
地
法
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
第
一
項
）
の
適
用
を
規
定
し
て
お
り
、
特
に
、
同
性
婚
に
つ
い
て
は
、

当
事
者
の
一
方
の
属
人
法
又
は
住
所
地
法
若
し
く
は
居
所
地
法
へ
の
多
元
的
連
結
に
よ
っ
て
保
護
し
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
さ
ら
に
、

婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
が
確
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
意
に
よ
る
離
婚
に
つ
い
て
は
、
前
出

二
〇
一
六
年
の
法
律
に
依
り
厳
格
な
裁
判
離
婚
主
義
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
を
定
め
る
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
に

従
い
、
私
的
離
婚
の
保
護
の
た
め
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。

財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
契
約
に
つ
き
、
欧
州
連
合
圏
内
に
限
ら
ず
、
世
界
的
な
規
模
で
影
響
力
を
有
す
る
一
九
八
〇
年
の
ロ
ー
マ
条

約
の
規
則
を
受
け
継
い
だ
前
出
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
従
い
、
ま
た
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
い
、
さ
ら
に
、
相

続
に
つ
い
て
も
、
前
出
欧
州
連
合
相
続
規
則
に
従
っ
て
い
る
。
物
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
を
め
ぐ
る
破
棄
院
の
立
場
に

従
い
、
目
的
物
所
在
地
法
の
同
則
主
義
に
拠
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
一
三
条
と
も
同
一
の
立

場
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
実
定
抵
触
規
則
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
ⅰ
形
式
上
、
統
合
さ
れ
た
国
際
私
法
典
は
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す

で
に
概
観
し
た
限
り
に
お
い
て
も
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
法
の
欠
缺
が
補
充
さ
れ
、
広
範
な
法
律
関
係
の
た
め
の
実
定
法
が
整
備
さ
れ
て

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
五

お
り
、
実
質
的
に
、
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
た
場
合
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
状
況
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅱ
当
事
者
や
両
性
の
平

等
を
顧
慮
し
、
ま
た
、
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
成
立
の
保
護
に
配
慮
し
た
段
階
的
連
結
及
び
選
択
的
連
結
の
規
則
が
汎
く
採
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ⅲ
諸
国
の
近
時
の
立
法
例
等
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
よ
る
支
配
が
徹
底

さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
条
約
や
欧
州
連
合
規
則
の
支
配
を
受
け
る
部
分
を
除
い
て
、
国
内
立
法
に
は
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
が
規
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

（
58
）

。

⑶

　最
密
接
関
係
法
の
功
罪

一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
は
、
前
出
ケ
ー
ゲ
ル
教
授
に
よ
っ
て
叫
ば
れ
た
「
国
際
私
法
の
危
機

（
59
）

」
の
克
服
の
た
め
、
大
陸
型
国

際
私
法
を
有
す
る
諸
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
の
確
保
を
優
先
さ
せ
た
伝
統
的
な
抵
触
規
則
、
す

な
わ
ち
、
明
確
で
硬
直
な
抵
触
規
則
に
代
え
て
、
柔
軟
な
抵
触
規
則
に
依
り
、
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
に
向
け
た
立
法
改
革
に
取
り
組
み

始
め
た
時
期
で
あ
る
。
国
際
私
法
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
立
法
改
革
は
、
端
的
に
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
な
い
し
親
近
の
原
則

（principe de proxim
ité

）
に
よ
る
支
配
の
下
に
、
諸
国
の
立
法
例
に
お
い
て
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
か
、「
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
の
適
用
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
が
随
所
に
汎
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
密
接
関
連
性
の
判
断
に

お
い
て
、
何
れ
の
地
の
法
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
異
な
り
、
そ
れ
を
特
定
で
き
な
い
限
り
、
絵
に
描
い
た
餅
の

よ
う
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
観
念
的
に
は
、
極
め
て
合
理
的
で
理
想
的
な
好
ま
し
い
基
準
で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に

は
、
法
の
適
用
に
携
わ
る
者
を
煩
わ
せ
、
ま
た
、
当
事
者
に
お
け
る
解
決
の
予
測
性
を
も
阻
害
す
る
厄
介
な
連
結
素
で
あ
る
。
最
密
接
関

連
性
の
判
断
基
準
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
理
念
と
し
て
輝
か
し
い
最
密
接
関
係
地
法
が
単
に
立
法
化
に
お
け
る
指
針
と
し
て
の
範
疇

に
止
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
全
く
悲
観
的
で
根
拠
が
な
い
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う

（
60
）

。
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二
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範
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
支
配
に
従
う
こ
と
を
厭
わ
な
い
気
運
が
醸
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
前

出
ラ
ガ
ル
ド
教
授
に
よ
る
欧
州
国
際
私
法
の
起
草
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
次
々
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
際

私
法
を
出
し
抜
い
て
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
柱
と
し
て
新
し
い
国
際
私
法
典
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
諸
国
に
お
い
て
、
火
中
の
栗
を

拾
う
よ
う
な
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
想
到
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
国
内
立
法
を
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の

諸
国
と
同
様
の
苦
労
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
完
結
し
た
精
緻
な
現
代
的
国
際
私
法
典
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
に
と
っ
て
、
皮
肉
に
も
、
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
増
し
に
、
欧
州
連

合
規
則
へ
の
傾
倒
を
深
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が
、
い
つ
ま
で
も
、
対
岸
の
火
事
を
ひ
と
り
傍
観
し
続
け
る
と
い
う
わ
け
に
も
い

か
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
密
接
関
係
法
の
決
定
と
そ
の
適
用
に
振
り
回
さ
れ
て
疲
弊
す
る
日
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
も
す
で
に

始
ま
っ
て
い
る
。

六
　
後
書
き

欧
州
国
際
私
法
の
策
定
が
現
実
味
を
も
っ
て
視
野
に
入
っ
て
き
て
、
国
内
国
際
私
法
が
そ
れ
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
規
則
を
盛
り
込
む
に
過
ぎ
ず
、
今
更
（d ’ores 

et déjà

）、
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
モ
ネ
ジ
ェ
（F

rançoise M
onéger

）
教
授
に
よ
っ
て
喝
破
さ
れ
て
い
る

（
61
）

。
二
〇
〇
年
も
維
持
さ

れ
て
き
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
第
三
条
を
継
受
し
て
、
そ
れ
を
頑
な
に
守
り
続
け
て
き
た
近
隣
諸
国
や
多
く
の
旧
植
民
地
の
国
々
を
差
し

置
い
て
、
御
本
家
が
軽
々
し
く
態
度
を
豹
変
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
く
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
七

れ
だ
け
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
存
在
は
、
今
も
な
お
、
偉
大
で
あ
る
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
統
合

さ
れ
た
法
典
化
の
必
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
痛
感
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
機
会
を
逸
し
た
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法

の
法
典
化
が
挫
折
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
真
相
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
国
際
私
法
理
論
に
精
通
し
た
裁
判
官
を

擁
す
る
破
棄
院
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
た
め
に
、
前
記
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
一
個
の
法
典

に
ま
と
め
る
と
か
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
起
案
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
に
国
際
私
法
規
定
の
た
め
の
第
四
部
を
追
加
す
る
こ
と
は
、
取
っ

て
付
け
た
よ
う
に
な
っ
て
、
民
法
典
全
体
の
風
味
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
中
に
散
在
す
る
国
際
私
法
規
定
を

拾
い
読
み
す
る
こ
と
が
、
最
密
接
関
係
法
の
羅
列
に
慣
れ
た
眼
に
は
、
極
め
て
心
地
良
く
、
ま
た
、
新
鮮
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
挫
折
は
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
近
時
の
諸
国
国
際
私
法
に
お
け
る
主
要
な
抵
触
規
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
最
密
接
関
係
法
に
過
度
に
依
拠
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
立
法
の
た
め
の
総
則
に
関
す
る
法
律
（
一
八
二
九
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
）、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
民
法
典

（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
拙
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
八
頁
、
三
五
三
頁
、
四
〇
九
頁
参
照
。

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
民
法
典
（
一
九
八
八
年
）、
マ
リ
家
族
法
典
（
二
〇
一
一
年
）、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
民
法
典

（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
コ
モ
ロ
民
法
典
（
一
九
七
五
年
、
一
九
八
七
年
改
正
）、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
三
年
、
二
〇
〇
七

年
改
正
）、
カ
メ
ル
ー
ン
民
法
典
（
一
九
六
〇
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
ギ
ニ
ア
民
法
典
（
一
九
八
三
年
、
二
〇
一
九
年
改
正
）、　
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
、
一
九
六
四
年
改
正
）、
チ
ャ
ド
民
法
典
（
一
九
五
八
年
）
等
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際

私
法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
七
九
七
号
八
頁
、
七
九
八
号
二
八
頁
、
七
九
九
号
一
七
頁
、
八
〇
〇
号
一
七
頁
、
八
〇
二
号
八
頁
、
八
〇
四
号
三
一
頁

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
七

れ
だ
け
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
存
在
は
、
今
も
な
お
、
偉
大
で
あ
る
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
統
合

さ
れ
た
法
典
化
の
必
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
痛
感
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
機
会
を
逸
し
た
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法

の
法
典
化
が
挫
折
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
真
相
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
国
際
私
法
理
論
に
精
通
し
た
裁
判
官
を

擁
す
る
破
棄
院
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
た
め
に
、
前
記
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
一
個
の
法
典

に
ま
と
め
る
と
か
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
起
案
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
に
国
際
私
法
規
定
の
た
め
の
第
四
部
を
追
加
す
る
こ
と
は
、
取
っ

て
付
け
た
よ
う
に
な
っ
て
、
民
法
典
全
体
の
風
味
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
中
に
散
在
す
る
国
際
私
法
規
定
を

拾
い
読
み
す
る
こ
と
が
、
最
密
接
関
係
法
の
羅
列
に
慣
れ
た
眼
に
は
、
極
め
て
心
地
良
く
、
ま
た
、
新
鮮
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
挫
折
は
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
近
時
の
諸
国
国
際
私
法
に
お
け
る
主
要
な
抵
触
規
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
最
密
接
関
係
法
に
過
度
に
依
拠
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
立
法
の
た
め
の
総
則
に
関
す
る
法
律
（
一
八
二
九
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
）、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
民
法
典

（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
拙
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
八
頁
、
三
五
三
頁
、
四
〇
九
頁
参
照
。

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
民
法
典
（
一
九
八
八
年
）、
マ
リ
家
族
法
典
（
二
〇
一
一
年
）、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
民
法
典

（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
コ
モ
ロ
民
法
典
（
一
九
七
五
年
、
一
九
八
七
年
改
正
）、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
三
年
、
二
〇
〇
七

年
改
正
）、
カ
メ
ル
ー
ン
民
法
典
（
一
九
六
〇
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
ギ
ニ
ア
民
法
典
（
一
九
八
三
年
、
二
〇
一
九
年
改
正
）、　
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
、
一
九
六
四
年
改
正
）、
チ
ャ
ド
民
法
典
（
一
九
五
八
年
）
等
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際

私
法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
七
九
七
号
八
頁
、
七
九
八
号
二
八
頁
、
七
九
九
号
一
七
頁
、
八
〇
〇
号
一
七
頁
、
八
〇
二
号
八
頁
、
八
〇
四
号
三
一
頁

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
八

（
以
上
、
二
〇
二
〇
年
）、
八
〇
六
号
二
四
頁
、
八
〇
七
号
二
四
頁
（
以
上
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
2
） 

例
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
は
、
カ
ー
ボ
・
ベ
ル
デ
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
サ
ン
ト
メ
プ

リ
ン
シ
ペ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
マ
カ
オ
等
の
国
際
私
法
に
お
い
て
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
・
前
掲
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際
私

法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
八
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
頁
以
下
、
八
〇
八
号
三
〇
頁
以
下
、
八
〇
九
号
一
三
頁
以
下
、
八
一
一
号
二
一
頁
以
下

（
以
上
、
二
〇
二
一
年
）、
拙
稿
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
中
の
国
際
私
法
規
定
」
戸
籍
時
報
七
九
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
頁

以
下
、
拙
稿
「
マ
カ
オ
の
新
国
際
私
法
（
上
）」
戸
籍
時
報
五
三
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
頁
以
下
。

（
3
） 

ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三
条
の
規
定
は
、
す
で
に
骸
骨
化
し
た
存
在
と
な
り
な
が
ら
も
、
破
棄
院
判
決
や
大

学
者
の
支
え
に
よ
り
、
更
に
延
命
し
続
け
て
い
る
。P

aul L
agarde, S

ur la non-codification du droit international privé français, 

S
yracu

se jou
rn

al of in
tern

ation
al law

 an
d

 com
m

erce, V
ol.25, N

o 1, 1998, p.2.

（
4
） 

欧
州
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
革
の
う
ね
り
は
、
ま
ず
、
東
欧
諸
国
に
お
い
て
、
一
九
六
三
年
一
二
月
四
日
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
法

か
ら
始
ま
り
、
一
九
六
五
年
一
一
月
一
二
日
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
、
一
九
七
五
年
一
二
月
五
日
の
東
ド
イ
ツ
法
、
一
九
七
九
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
法
規
命

令
第
一
三
号
、
一
九
八
二
年
七
月
一
五
日
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
法
へ
と
続
い
た
。

（
5
） 

以
下
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 

と
し
て
引
用
す
る
。

（
6
） L

agarde, op. cit., p.2.

（
7
） 

恐
ら
く
は
、
一
九
六
六
年
一
一
月
二
五
日
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
典
の
改
正
辺
り
を
出
発
点
と
し
て
、
最
近
の
国
際
私
法
立
法
で
あ
る
二
〇
二
〇

年
六
月
一
日
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
国
際
私
法
（
民
法
典
第
三
〇
条
な
い
し
第
六
六
条
）
に
至
る
一
連
の
国
内
法
の
法
典
化
な
い
し
改
正
の
世
界
的
傾
向

が
、
欧
州
連
合
国
際
私
法
と
別
個
の
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
） 

ニ
ボ
ワ
イ
エ
草
案
の
規
定
に
つ
い
て
は
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 1950, p.111 et suiv.; B
enjam

in R
em

y, L
es codifications récentes 

du droit international privé, R
evu

e in
tern

ation
ale d

e d
roit com

paré, V
ol.62, N

o 2, 2010, p.292.

参
照
。

（
9
） L

agarde, op. cit., p.4.

（
10
） 

バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
の
規
定
に
つ
い
て
は
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 1970, p.832 et suiv.; R
em

y, op. cit., p.293.

参
照
。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
九

（
11
） 

R
evu

e critiqu
e D

IP
 1953, p.412, note B

atiffol.

（
12
） L

agarde, op. cit., p.5.

（
13
） L

agarde, op. cit., p.5 et suiv.

（
14
） L

agarde, op. cit., p.6.

（
15
） 

フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 1970, p.835 et suiv.; R
em

y, op. cit., p.293.

参
照
。

（
16
） L

agarde, op. cit., p.6. 

因
み
に
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
に
論
及
し
て
、
論
議
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
、V

on M
ehren &

 N
adelm

ann, A
 

F
rench draft of a law

 on private international law
, A

m
erican

 jou
rn

al of com
parative law

 1970, p.614 et seq. and p.886. 

で
あ
る
。

（
17
） L

agarde, op. cit., p.6 et suiv.

（
18
） L

agarde, op. cit., p.7.

（
19
） P

hocion F
rancescakis, L

e surprenant article 310 nouveau du code civil sur le divorce international, R
evu

e critiqu
e D

IP
 

1975, p.556.

（
20
） 

尚
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
正
の
背
景
に
は
、
そ
れ
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
て
、
そ
れ
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。L

agarde, op. cit., p.7.

参
照
。

（
21
） L

agarde, op. cit., p.8.

（
22
） L

agarde, op. cit., p.8 et suiv.

（
23
） 

新
規
定
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
、
多
喜
寛
「
国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
一
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
七
四
巻
六
号
（
一
九
七
五
年
）

一
一
〇
頁
以
下
等
参
照
。

（
24
） 

西
賢
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
三
一
〇
条
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
雑
誌
二
九
巻
二
号
（
一
九
七
九
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
更
に
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス

国
際
私
法
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
」
法
学
新
報
八
六
巻
七
・
八
・
九
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 

ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
（
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
）
第
一
項
は
、「
夫
婦
は
、
離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
を
指
定
す
る
合
意
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
準
拠
法
は
、
次
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⒜
夫
婦
が
合
意
の
締
結
時
に
お
い
て
と
も
に
常
居
所
を

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
九

（
11
） 

R
evu

e critiqu
e D

IP
 1953, p.412, note B

atiffol.
（
12
） L

agarde, op. cit., p.5.
（
13
） L

agarde, op. cit., p.5 et suiv.

（
14
） L

agarde, op. cit., p.6.

（
15
） 

フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 1970, p.835 et suiv.; R
em

y, op. cit., p.293.

参
照
。

（
16
） L

agarde, op. cit., p.6. 

因
み
に
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
に
論
及
し
て
、
論
議
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
、V

on M
ehren &

 N
adelm

ann, A
 

F
rench draft of a law

 on private international law
, A

m
erican

 jou
rn

al of com
parative law

 1970, p.614 et seq. and p.886. 

で
あ
る
。

（
17
） L

agarde, op. cit., p.6 et suiv.

（
18
） L

agarde, op. cit., p.7.

（
19
） P

hocion F
rancescakis, L

e surprenant article 310 nouveau du code civil sur le divorce international, R
evu

e critiqu
e D

IP
 

1975, p.556.

（
20
） 

尚
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
正
の
背
景
に
は
、
そ
れ
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
て
、
そ
れ
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。L

agarde, op. cit., p.7.

参
照
。

（
21
） L

agarde, op. cit., p.8.

（
22
） L

agarde, op. cit., p.8 et suiv.

（
23
） 

新
規
定
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
、
多
喜
寛
「
国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
一
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
七
四
巻
六
号
（
一
九
七
五
年
）

一
一
〇
頁
以
下
等
参
照
。

（
24
） 

西
賢
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
三
一
〇
条
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
雑
誌
二
九
巻
二
号
（
一
九
七
九
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
更
に
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス

国
際
私
法
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
」
法
学
新
報
八
六
巻
七
・
八
・
九
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 

ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
（
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
）
第
一
項
は
、「
夫
婦
は
、
離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
を
指
定
す
る
合
意
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
準
拠
法
は
、
次
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⒜
夫
婦
が
合
意
の
締
結
時
に
お
い
て
と
も
に
常
居
所
を

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
〇

有
す
る
国
の
法 

⒝
夫
婦
が
最
後
に
と
も
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
で
あ
っ
て
、
夫
婦
の
一
方
が
合
意
の
締
結
時
に
お
い
て
、
な
お
常
居
所

を
有
す
る
国
の
法 

⒞
夫
婦
の
一
方
が
合
意
の
締
結
時
に
お
い
て
国
籍
を
有
す
る
国
の
法 

⒟
法
廷
地
法
」
と
規
定
し
て
い
る
。
邦
訳
は
、
小
池
未
来

（
訳
）「『
離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
の
領
域
に
お
け
る
先
行
統
合
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
理
事
会
規
則
一
二
五
九
／

二
〇
一
〇
』
試
訳
」
同
志
社
法
学
六
六
巻
三
号(

二
〇
一
四
年)

三
三
五
頁
以
下
等
参
照
。
ま
た
、
そ
の
解
説
と
し
て
、
入
稲
福
智
「
Ｒ
ｏ
ｍ
ｅ
Ⅲ

規
則
に
よ
る
離
婚
お
よ
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
」
平
成
法
政
研
究
一
八
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
九
五
頁
以
下
参
照
。

（
26
） F

rançoise M
onéger, D

roit international privé, 9e édition, 2021, p.15. 

（
以
下
、
小
稿
の
執
筆
時
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
体

系
書
と
し
て
最
新
版
で
あ
る
本
書
を
中
心
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。）
但
し
、
民
法
典
第
三
〇
九
条
が
海
外
領
土
に
お
い
て
な
お
有
効
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、M

onéger, op. cit., p.174. 

参
照
。

（
27
） M

onéger, op. cit., p.213.

（
28
） M

onéger, op. cit., p.214 et suiv.

（
29
） 

Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
の
成
立
要
件
は
婚
姻
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
異
性
間
及
び
同
性
間
の
双
方
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
効
果
は
、
貞
操
義
務
に
関
す
る
規
定
が
な

い
ほ
か
、
そ
の
解
消
は
婚
姻
よ
り
も
は
る
か
に
緩
や
か
で
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
に
固
有
の
規
定
が
少
な
く
な
い
。G

eorges K
hairallah, L

es ≪
partenariats 

organisés≫
 en droit international privé (P

ropos autour de la loi du 15 novem
bre 1999 sur le pacte civil de solidarité, R

evu
e 

critiqu
e D

IP
 2000, p.320 et suiv. 

等
参
照
。

（
30
） M

onéger, op. cit., p.158. 

民
法
典
第
五
一
五
条
の
七
の
一
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
31
） M

onéger, op. cit., p.158.

（
32
） M
onéger, op. cit., p.166.

（
33
） P

etra H
am

m
je, L

e divorce par consentem
ent m

utuel extrajudiciaire et le droit international privé, R
evu

e critiqu
e D

IP
 

2017, p.143, p.154 et suiv.

（
34
） L

agarde, op. cit., p.10. 

さ
ら
に
、
西
・
前
掲
一
三
九
頁
参
照
。

）
五
二
五
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三
一

（
35
） 

西
・
前
掲
一
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
36
） L

agarde, op. cit., p.11.

（
37
） 

契
約
債
務
に
関
す
る
規
則
は
、
伝
統
的
に
当
事
者
自
治
が
支
配
し
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
ロ
ー
マ
条
約
に
依
っ
て
も
、
ま
た
、

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
依
っ
て
も
、
同
様
の
原
則
の
適
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。Jean-P

ierre L
aborde/S

andrine S
ana-C

haillé de N
éré

、D
roit 

international privé, 19e éd., 2017, p.193 et suiv.

（
38
） 

契
約
外
債
務
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
（
不
法
行
為
地
法
）
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
い
、
損
害
発
生
地
法

が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p.189 et suiv.

（
39
） 

相
続
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
属
地
主
義
の
伝
統
に
従
い
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
被
相
続

人
の
住
所
地
法
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
七
日
以
後
、
欧
州
連
合
相
続
規
則
に
従
い
、
相
続
分
割
主
義
は
放
棄
さ
れ
、
相
続
統
一
主
義
の

も
と
に
被
相
続
人
の
常
居
所
地
法
に
立
法
管
轄
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
そ
の
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

L
aborde/S

ana-C
haillé de N

éré, op. cit., p113.

（
40
） 

物
権
に
関
し
て
は
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
が
、
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
、
所
在
地
法
主
義
を
規
定
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お

い
て
は
、
伝
統
的
に
同
則
主
義
の
下
に
、
動
産
物
権
に
つ
い
て
も
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
無
体
財
産
に
つ
い
て

は
、
有
体
財
産
と
異
な
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p185 et suiv.

（
41
） 

民
法
典
第
一
八
三
七
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
領
域
に
本
拠
を
有
す
る
会
社
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
（
第

一
項
）。
し
か
し
、
現
実
の
本
拠
が
定
款
上
の
本
拠
と
異
な
る
場
所
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
第
二
項
）。

（
42
） 

民
法
典
第
二
二
二
一
条
は
、
消
滅
時
効
に
つ
き
、
そ
れ
が
影
響
を
与
え
る
権
利
を
規
律
す
る
法
律
に
従
う
べ
き
と
し
て
、
時
効
制
度
を
実
体
法

上
の
法
制
度
と
し
て
性
質
決
定
し
て
い
る
。

（
43
） 

民
事
訴
訟
法
典
第
四
二
条
な
い
し
第
四
八
条
は
、
家
族
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
財
産
事
件
に
つ
い
て
は
、
第

一
〇
七
〇
条
が
規
定
し
て
い
る
。

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三
一

（
35
） 

西
・
前
掲
一
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
36
） L

agarde, op. cit., p.11.
（
37
） 
契
約
債
務
に
関
す
る
規
則
は
、
伝
統
的
に
当
事
者
自
治
が
支
配
し
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
ロ
ー
マ
条
約
に
依
っ
て
も
、
ま
た
、

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
依
っ
て
も
、
同
様
の
原
則
の
適
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。Jean-P

ierre L
aborde/S

andrine S
ana-C

haillé de N
éré

、D
roit 

international privé, 19e éd., 2017, p.193 et suiv.

（
38
） 

契
約
外
債
務
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
（
不
法
行
為
地
法
）
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
い
、
損
害
発
生
地
法

が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p.189 et suiv.

（
39
） 

相
続
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
属
地
主
義
の
伝
統
に
従
い
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
被
相
続

人
の
住
所
地
法
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
七
日
以
後
、
欧
州
連
合
相
続
規
則
に
従
い
、
相
続
分
割
主
義
は
放
棄
さ
れ
、
相
続
統
一
主
義
の

も
と
に
被
相
続
人
の
常
居
所
地
法
に
立
法
管
轄
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
そ
の
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

L
aborde/S

ana-C
haillé de N

éré, op. cit., p113.

（
40
） 

物
権
に
関
し
て
は
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
が
、
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
、
所
在
地
法
主
義
を
規
定
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お

い
て
は
、
伝
統
的
に
同
則
主
義
の
下
に
、
動
産
物
権
に
つ
い
て
も
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
無
体
財
産
に
つ
い
て

は
、
有
体
財
産
と
異
な
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p185 et suiv.

（
41
） 

民
法
典
第
一
八
三
七
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
領
域
に
本
拠
を
有
す
る
会
社
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
（
第

一
項
）。
し
か
し
、
現
実
の
本
拠
が
定
款
上
の
本
拠
と
異
な
る
場
所
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
第
二
項
）。

（
42
） 

民
法
典
第
二
二
二
一
条
は
、
消
滅
時
効
に
つ
き
、
そ
れ
が
影
響
を
与
え
る
権
利
を
規
律
す
る
法
律
に
従
う
べ
き
と
し
て
、
時
効
制
度
を
実
体
法

上
の
法
制
度
と
し
て
性
質
決
定
し
て
い
る
。

（
43
） 

民
事
訴
訟
法
典
第
四
二
条
な
い
し
第
四
八
条
は
、
家
族
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
財
産
事
件
に
つ
い
て
は
、
第

一
〇
七
〇
条
が
規
定
し
て
い
る
。

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
二

（
44
） 

改
正
を
重
ね
て
き
た
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
が
そ
の
代
表
的
な
立
法
例
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
早
く
は
、
二
〇
〇
五
年
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
か
ら
、
二
〇
一
四
年
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私
法
、
二
〇
一
七
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
、
二
〇
一
九
年
施
行
の
ク
ロ
ア

チ
ア
国
際
私
法
ま
で
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
等
の
条
約
を
立
法
中
に
援
用
す
る
立
法
例
が
、
と
く
に
東
欧
諸
国
を

中
心
と
し
て
顕
著
で
あ
る
。

（
45
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
46
） M

onéger, op. cit., p.14 et suiv.

（
47
） Jürgen B

asedow
/G

iesela R
ühl/F

ranco F
errari/P

edro de M
iguel A

sensio (ed.), E
ncyclopedia of private international law

, 

2017, vol.3, p.2081(G
illes C

uniberti).

（
48
） B

asedow
/R

ühl/F
errari/A

sensio (ed.), op. cit., p.2081(C
uniberti).

（
49
） M

onéger, op. cit., p.15 et suiv.

（
50
） M

onéger, op. cit., p.16 et p.55.

（
51
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
52
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
53
） M

onéger, op. cit., p.16. 

最
後
の
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
に
つ
い
て
言
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
い
わ
ゆ
る
専
制
離
婚
の
効
力
に
関

す
る
問
題
等
を
中
心
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
原
則
と
フ
ラ
ン
ス
の
公
序
が
相
容
れ
な
い
こ
と
が
こ
の
条
約
の
締
結
の
背
景
に
存
在
し
て
い
る
。

と
く
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
人
及
び
家
族
の
権
利
に
関
す
る
二
国
間
の
法
律
関
係
で
あ
り
、
こ
の
条
約
の
目
的
も
そ
れ
を
調
整
す
る
こ

と
に
あ
る
。S

i M
oham

ed A
khdi, L

e divorce en droit international privé français et m
arocain, 2015, p.23. 

因
み
に
、
イ
ス
ラ
ム
専
制

離
婚
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
容
易
に
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
気
配
は
見
ら
れ
ず
、
人
道
主
義
思
想
の
高
揚
を
追
い
風
に
し
て
、
承
認
の
門
を
閉
ざ

し
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
拙
稿
「
国
際
私
法
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
専
制
離
婚
─
フ
ラ
ン
ス
破
棄
院
判
決
を
中
心
と
し
て
─
」
法
学
新
報
一
一
三

巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
七
頁
以
下
。

（
54
） 

フ
ラ
ン
ス
と
国
境
を
接
す
る
国
々
に
限
っ
て
見
て
も
、
ス
イ
ス
（
一
九
八
七
年
）、
ド
イ
ツ
（
一
九
八
六
年
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
九
五
年
）、

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三
三

ス
ペ
イ
ン
（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
法
典
化
な
い
し
改
正
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
近
時
、
モ
ナ
コ

（
二
〇
一
七
年
）
も
そ
れ
ら
に
続
い
て
い
る
。
残
る
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
55
） S

ylvette G
uillem

ard/A
lain P

rujiner, L
a codification internationale du droit international privé: un échec?, L

es C
ah

iers d
e 

d
roit, vol.46, no 1-2, 2005, p.175 et suiv. 

に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
典
を
構
成
す
る
個
々
の
法
律
関
係
に
関
す
る
標
準
的
な
規
則
が
明
確
と

な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
法
典
化
の
推
進
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

（
56
） 

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
柔
軟
な
抵
触
規
則
の
緻
密
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則

構
造
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
57
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
五
九
頁
参
照
。

（
58
） 

離
婚
や
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
さ
れ
る
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
最
後
の
補
充
的
連
結
は
法
廷
地
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
、

わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
五
条
、
第
二
六
条
第
一
項
、
第
二
七
条
本
文
を
も
含
め
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
、
夫
婦
の
最
密
接

関
係
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
後
も
、
一
貫
し
て
法
廷
地
法
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
六
一
年
五
月
一
五
日
の
タ
ル
ヴ
ィ
ド
判
決
（l ’arrêt T

arw
id

）
は
、
英
国
に
居
住
す
る
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
夫
と
フ
ラ
ン
ス
に
居

住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
妻
と
の
離
婚
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
た
が
、
そ
の
立
場
は
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé 

de N
éré, op. cit., p.172.

参
照
。

（
59
） 

櫻
田
・
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。

（
60
） 

拙
著
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
頁
等
参
照
。

（
61
） M

onéger, op. cit., p.12.

参
照
。
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五
二
五
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一
九
八
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年
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し
改
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が
ほ
ぼ
完
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し
、
近
時
、
モ
ナ
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（
二
〇
一
七
年
）
も
そ
れ
ら
に
続
い
て
い
る
。
残
る
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
55
） S

ylvette G
uillem

ard/A
lain P

rujiner, L
a codification internationale du droit international privé: un échec?, L

es C
ah

iers d
e 

d
roit, vol.46, no 1-2, 2005, p.175 et suiv. 

に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
典
を
構
成
す
る
個
々
の
法
律
関
係
に
関
す
る
標
準
的
な
規
則
が
明
確
と

な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
法
典
化
の
推
進
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

（
56
） 

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
柔
軟
な
抵
触
規
則
の
緻
密
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則

構
造
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
57
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
五
九
頁
参
照
。

（
58
） 

離
婚
や
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
さ
れ
る
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
最
後
の
補
充
的
連
結
は
法
廷
地
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
、

わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
五
条
、
第
二
六
条
第
一
項
、
第
二
七
条
本
文
を
も
含
め
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
、
夫
婦
の
最
密
接

関
係
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
後
も
、
一
貫
し
て
法
廷
地
法
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
六
一
年
五
月
一
五
日
の
タ
ル
ヴ
ィ
ド
判
決
（l ’arrêt T

arw
id

）
は
、
英
国
に
居
住
す
る
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
夫
と
フ
ラ
ン
ス
に
居

住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
妻
と
の
離
婚
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
た
が
、
そ
の
立
場
は
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé 

de N
éré, op. cit., p.172.

参
照
。

（
59
） 

櫻
田
・
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。

（
60
） 

拙
著
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
頁
等
参
照
。

（
61
） M

onéger, op. cit., p.12.

参
照
。

）
五
二
五
（




